
新型コロナウイルス感染症誹謗中傷に係る相談窓口 

 

新型コロナウイルス感染症に関連して不当な差別が行われないための相談窓

口です。連絡の際には、担当者に『新型コロナの誹謗中傷、プライバシーにつ

いての相談です。』と伝えてください。 

 

〇静岡県 

人権啓発センター http://www.pref.shizuoka.jp/a_content/1_09/jinken/ 

メール：jinken@ace.ocn.ne.jp 

電話番号:054-221-3330 

 

〇静岡市 

新型コロナなんでも相談ダイアル  

https://www.city.shizuoka.lg.jp/000_004012_00005.html 

電話番号 0570-08-0567 
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